
新規申請の場合 

 

新規申請
暫定プラン作成時

・一連の業務（第6号～第11号）を行う

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし

・見込みと同一の介護度

本プラン作成時

利用者又は家族へ説明し同意を得て記録、も

しくは再度署名をもらう。サービス提供事業

所へケアプランの交付を行う。

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし

・見込みと違う介護度（介護、支援の見込み

はあっている）

本プラン作成時

介護度の違いは軽微な変更として対応できま

す。ケアプランを訂正し支援経過に記録。利

用者又は家族へ説明し同意を得て記録、もし

くは再度署名をもらう。サービス提供事業所

へ交付を行う。

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更あり

本プラン作成時

あらためて一連の業務を行う必要があります。



区分変更の場合 

 

区分変更申請

暫定プラン作成時

・サービスの変更あり

・一連の業務（第6号～第11号）を行う

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし

・見込みと同一の介護度

本プラン作成時

利用者又は家族へ説明し同意を得て記録、も

しくは再度署名をもらう。サービス提供事業

所へケアプランの交付を行う。

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし

・見込みと違う介護度（介護、支援の見込み

はあっている）

本プラン作成時

介護度の違いは軽微な変更として対応できま

す。ケアプランを訂正し支援経過に記録。利

用者又は家族へ説明し同意を得て記録、もし

くは再度署名をもらう。サービス提供事業所

へ交付を行う。

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更あり

本プラン作成時

あらためて一連の業務を行う必要があります。



更新の場合 

 

 

更新申請

暫定プラン作成時

・サービスの変更なし

・一連の業務を省略する（ただし、利用者又

は家族への説明とケアプランの交付はしてお

く）

本プラン作成時

・サービスの変更があるないにかかわらず

・見込みの介護度の相違にかかわらず

本プラン作成時

認定結果判明後、速やかに一連の業務を行う

必要があります。

暫定プラン作成時

・サービスの変更なし

・一連の業務（第6号～第11号）を省略しな

い

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし

・見込みと同一の介護度

本プラン作成時

利用者又は家族へ説明し同意を得て記録、も

しくは再度署名をもらう。サービス提供事業

所へケアプランの交付を行う。

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし

・見込みと違う介護度（介護、支援の見込み

はあっている）

本プラン作成時

介護度の違いは軽微な変更として対応できま

す。ケアプランを訂正し支援経過に記録。利

用者又は家族へ説明し同意を得て記録、もし

くは再度署名をもらう。サービス提供事業所

へ交付を行う。

暫定プラン作成時

・サービスの変更あり

・一連の業務（第6号～第11号）を行う

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更あり

本プラン作成時

あらためて一連の業務を行う必要があります。



介護で見込んでいたが結果は支援だった場合（支援で見込んでいたが結果は介護だった場合） 

 

暫定プラン作成時の連携あり

（ない場合は報酬が算定できません。どちらが出るか

わからない時は必ず事前に連携を行ってください。）

暫定プラン作成時

・更新の場合

・サービスの変更なし

・一連の業務を省略する（ただし、利用者又は家族へ

の説明とケアプランの交付はしておく）

本プラン作成時

・サービスの変更があるないにかかわらず

・介護の見込みが支援だった（支援の見込みが介護っ

た）

本プラン作成時

あらためて一連の業務を行う必要があります。要介護

認定の結果を受けてケアプランを作るべき事業者が暫

定ケアプランの作成者から情報を引き継ぎ、暫定ケア

プランを元に本ケアプランを作成することで認定月か

ら有効とします。

暫定プラン作成時

・更新の場合

・サービスの変更なし

・一連の業務（第6号～第11号）を省略しない

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更なし（介護と予防の違いの

みで全て代替可能な場合）

・介護の見込みが支援だった（支援の見込みが介護っ

た）

本プラン作成時

要介護認定の結果を受けてケアプランを作るべき事業

者が暫定ケアプランの作成者から情報を引き継ぎ、暫

定ケアプランを元に本ケアプランを作成することで認

定月から有効とします。

本プラン作成時

・暫定からサービスの変更あり

・介護の見込みが支援だった（支援の見込みが介護だ

った

本プラン作成時

あらためて一連の業務を行う必要があります。要介護

認定の結果を受けてケアプランを作るべき事業者が暫

定ケアプランの作成者から情報を引き継ぎ、暫定ケア

プランを元に本ケアプランを作成することで認定月か

ら有効とします。

暫定プラン作成時

・新規、区分変更の場合、もしくは更新でサービスの

変更がある場合

・一連の業務（第6号～第11号）を行う


